
３　学生支援センター
　学生支援センターは，学生生活及び就職活動に対する支援，修学に係る相談等を行ってい
る。運営に当たり委員会を置き，各学部等から委員が選出されている。審議内容等は，学生
相談，生活支援及び就職支援等である。当該支援業務の事務は，学生支援課が各学部の学生
支援担当係と連携を図り行っている。令和元年度の主な支援等の事項は，次のとおりである。
　

3.1  入学料免除及び徴収猶予
　入学料について，学部生においては，特別な事情（学資負担者が１年以内に死亡又は本人
若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合をいう。）により納入が著しく困難な場
合について，また，大学院生，専攻科生においては，経済的理由により納入が困難，かつ，
学業優秀と認められる場合又は特別な事情により納入が著しく困難な場合について，修学を
支援するため，免除及び徴収猶予を行っている。
　また，東日本大震災により罹災したことに伴う経済的理由により納入が著しく困難な場合
について，免除を行っている。

3.1.1　免除申請者数，免除者数
　令和元年度入学料免除申請者数，免除者数は，次のとおりである（詳細は資料3.1.1のとお
り）。
　　４月１日入学：免除申請者数　100人，免除者数　89人
　　10月１日入学：免除申請者数　　7人，免除者数　 7人
　　

3.1.2　徴収猶予申請者数，徴収猶予者数
　令和元年度入学料徴収猶予申請者数，徴収猶予者数は，次のとおりである（詳細は資料3.1.2
のとおり）。
　　４月１日入学：徴収猶予申請者数　17人，徴収猶予者数　16人
　　10月１日入学：徴収猶予申請者数　０人，徴収猶予者数　０人

3.2  授業料免除及び徴収猶予
　経済的理由により納入が困難，かつ，学業優秀と認められる学生又は特別な事情（学資負
担者が納入期限の６ヶ月以内（入学者については，入学前１年以内。）に死亡又は本人若し
くは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合をいう。）により納入が著しく困難な場合に
ついて，修学を支援するため，免除及び徴収猶予を行っている。
　また，東日本大震災により罹災したことに伴う経済的理由により納入が著しく困難な場合
について，又は学部生及び大学院（修士課程，博士前期課程及び専門職学位課程）に在籍す
る，成績が特に優秀な学生を対象として，免除を行っている。

3.2.1　免除申請者数，免除者数
　令和元年度授業料免除申請者数，免除者数は，次のとおりである（詳細は資料3.2.1のとお
り）。
　　前期：免除申請者数　756人，免除者数　682人
　　後期：免除申請者数　737人，免除者数　660人
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3.2.2　徴収猶予申請者数，徴収猶予者数
　令和元年度授業料徴収猶予申請者，徴収猶予者数は，次のとおりである（詳細は資料3.2.2
のとおり）。
　　前期：徴収猶予申請者数　０人，徴収猶予者数　０人
　　後期：徴収猶予申請者数　０人，徴収猶予者数　０人

3.3  寄宿料免除
　本学では，学生本人又は学資負担者が風水害等の災害を受け，納入が著しく困難と認めら
れる場合，免除を行っている。

3.3.1　免除申請者数，免除者数
　令和元年度寄宿料免除申請者数，免除者数は，次のとおりである。
　　免除申請者数 ０人，免除者数 ０人

3.4  奨学金
　本学では，日本学生支援機構の奨学金と地方公共団体や民間奨学団体から本学に募集依頼
のあった奨学金を扱っている。これらの奨学金は，いずれも学業・人物ともに優秀であり，
かつ健康であって経済的理由により学資の支弁が困難であると認められた者が対象となる。
　なお，日本学生支援機構の奨学金には，無利子貸与の第一種奨学金と有利子貸与の第二種
奨学金と返還不要の給付奨学金があり，貸与奨学金は，貸与終了後に返還が必要となる。

3.4.1　日本学生支援機構奨学生数（令和元年10月１日現在）
　　第一種：学部生　  991人，大学院生　239人
　　第二種：学部生　  748人，大学院生　 20人
　　給　付：学部生　   62人，大学院生　 ０人
　　（詳細は資料3.4.1のとおり：「学部生」には，専攻科生を含む。）
　　

3.4.2　日本学生支援機構以外の奨学生数（令和元年10月１日現在）
 　　学部生　75人，大学院生　7人
　　（「学部生」には，専攻科生を含む。人数は，延べ人数でカウント。）

3.5  学生相談体制及び学生相談
　本学は，次のような学生相談体制を設け，学生の個人的な問題や悩みごとについての相談
に応じている。

3.5.1　学生相談体制
　全学の学生を対象に荒牧キャンパスに学生相談室を，また，理工学部の学生を対象に桐生
キャンパスに学生相談室分室を設けて相談に応じている。

3.5.2　主な相談事項
　主な相談事項は，勉学・進路・就職活動，メンタルヘルス，クラブ・サークル活動，経済
的事情・アルバイト，対人関係についてなどである。
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3.5.3　学生相談実態調査アンケートの実施及び活用
　令和元年12月に助教以上の専任教員に対して，平成31年１月１日から令和元年12月31日ま
での間に学生から相談のあった内容や各教員の対応について「学生相談実態調査アンケート」
を実施し，回収率は52.73％であった。
　なお，各教員が個々の相談事例にどのように対処したのかの内容を報告書にまとめ，全教
員に配付し学生指導に活用している。

3.6  授業欠席状況調査
　欠席状況調査は，授業への受講状況を通して本学学生の学業意欲を調査し，精神面の障害
や不健康状態にある者を早期に発見して，面談等により本人へ適切な指導を与えることを目
的としている。

3.6.1　授業欠席者数及び主な欠席理由
　令和元年度前期欠席者数：33名（詳細は資料3.6.1のとおり）
　主な欠席理由： 早朝に授業があるため寝坊，精神的な悩み，身体的病気怪我，進路の迷い

等
　令和元年度後期欠席者数：31名（詳細は資料3.6.1のとおり）
　主な欠席理由： 早朝に授業があるため寝坊，精神的な悩み，身体的病気怪我，進路の迷い

等

3.6.2　実施方法，時期
　１）実施方法
　　・実施時期は，５月（前期）と11月（後期）の年２回を実施基準月とする。
　　・調査対象は，卒業研究に着手（研究室に所属）しない学部全学生とする。
　　・調査科目は，各学部が指定した科目とする。
　　　ただし，１年次は，学部の依頼により大学教育センターが指定した授業科目とする。
　　・調査方法は，調査科目について連続４回の出欠チェックを行う。
　　・集計作業は，各学部担当事務（１年次生は学務部）が行う。
　　・４回のチェックのうち３回以上欠席した者をクラス担任別に集計する。
　　・クラス担任別集計に基づき面接対象一覧と個人ごとの面接票を作成する。
　　・面接票には学籍番号，所属，氏名，住所，電話番号等を記載する。
　　・ 学部長名（１年次生は学生相談・生活部会長名）で面接対象一覧と面接票を添えて，

クラス担任等に対して欠席者の事情聴取を期限内に終了するよう依頼する。
　２）クラス担任による欠席者の事情聴取
　　・調査方法は，クラス担任等が対象者を呼び出し，直接面談により欠席理由等を聴取する。
　　・ 面談により適切な指導を行い，かつ，精神科医の面談の要否を判断し，その内容を面

接票に記載して，その都度学部長（１年次生は学務部）に提出する。
　３）医師による欠席者との面談
　　　 　クラス担任等から学部長（１年次生は学務部）に提出された面接票を健康支援総合

センター医師に回付し，医師が指導の必要があると判断した欠席者と面談を行い，必
要なカウンセリング等を行う。
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3.7  障害学生への支援
　障害のある学生がその能力並びに障害の種別及び程度に応じ，充分な教育を受け，学生生
活を送ることができるよう，大学教育・学生支援機構学生支援センターに，障害学生支援室
を設置している。

3.7.1　支援内容
　群馬大学障害学生修学支援実施要項に基づく修学支援の必要な学生には，個別に障害の種
別及び程度に応じた支援内容を明記した「配慮願い」を授業担当教員へ通知している。また，
全教員に対して「障害学生支援での一般的な配慮事項」を配付して周知を図っている。
　聴覚障害学生には，授業ごとに必要に応じて，UDトークやパソコンテイク，手話通訳等
の情報保障を行い，肢体不自由学生には，休憩室の設置，車椅子対応の施設整備，低身長者
のための踏み台の設置，介助者による移動介助などの支援を行い，内部障害学生には，講義
中のトイレ退席等の配慮，また，発達障害学生には，休憩室の設置，学生支援センター専任
教員及び健康支援総合センター医師による面談，履修相談などの支援を行っている。

3.8  学生教育研究災害傷害保険，学研災付帯賠償責任保険
　学生教育研究災害傷害保険は，学生が正課，学校行事，学校施設内外における課外活動，
学校施設内，通学，学校施設等相互間の移動時に係る全ての傷害に対して補償を行う保険で
ある。
　学研災付帯賠償責任保険は，学生が正課，学校行事，インターンシップ，介護等体験活動，
教育実習，ボランティア活動等及びその移動時に，他人にけがを負わせたり，他人の財物を
損壊したことにより被る法律上の損害賠償を補償する保険である。
　本学では，教育研究の円滑な実施のために，入学の際に当該保険に全員が加入することを
勧めている。

3.8.1　加入者数
　令和元年度の学生教育研究災害傷害保険及び学研災付帯賠償責任保険の加入者数は，資料
3.8.1のとおりである。

3.8.2　請求種別保険金請求件数
　令和元年度の学生教育研究災害傷害保険及び学研災付帯賠償責任保険の請求種別保険金請
求件数は，資料3.8.2のとおりである。

3.9  通学証明書，旅客運賃割引証
　通学証明書は，学生がJR，私鉄，バス等の通学定期券を購入する際に必要となる証明書
である。学生旅客運賃割引証は，学生の修学上の経済的負担軽減と学校教育の振興に寄与す
ることを目的としている制度で，片道乗車区間の距離100kmを超える区間を乗車する際に使
用することができる。
　通学証明書及び学生旅客運賃割引証発行業務については，荒牧地区，昭和地区，桐生地区
及び太田地区で証明書自動発行機にて行っている。
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3.9.1　発行枚数及び主な発行理由
　令和元年度の通学証明書及び学生旅客運賃割引証の発行枚数等は，資料3.9.1のとおりであ
る。

3.10  学生寮
　本学には，前橋地区に養心寮，桐生地区に啓真寮の２寮がある。
　学生寮は，学生が修学にふさわしい環境において勉学を継続するための住居施設として設
けられている。

3.10.1　養心寮入寮者数
　令和元年度の養心寮入寮者数（定員は男子74人，女子62人，合計136人，寄宿料月額4,300
円）は，延入居者数が1,564人で，入居率は95.8%である。なお，男子部屋数は77室であるが，
入居不可室が３室あるため，74室を定員とした。

3.10.2　啓真寮入寮者数
　令和元年度の啓真寮入寮者数（定員は男子65人，女子24人，合計89人，寄宿料月額　ワン
ルーム型25,000円，シェア型15,000円）は，延入居者数が909人で，入居率は85.1%である。

3.11　生活支援施設
　本学では，学生生活の利便性を確保し，経済面の支援を図るために荒牧地区，昭和地区及
び桐生地区にそれぞれ食堂・売店等を設けており，群馬大学生活協同組合に委託している。
　食堂では食事及び懇親会等を，売店では，書籍，日用品，旅行斡旋等を市価より安く提供
している。

3.11.1　食堂
事項・地区 荒牧地区 昭和地区 桐生地区
座席数 447席

（ホール内405席，外42席）
286席

（ホール内264席，外22席）
558席

（ホール内438席，外20席,
桐園100席）

営　業　時　間 11：00 ～ 14：00
17：30 ～ 19：30

11：00 ～ 14：00 11：00 ～ 14：00
17：30 ～ 19：30

桐園
11：00 ～ 14：00

年間営業日数 296日 295日 295日
年間利用者数 124,864人 44,961人 134,892人

提供メニュー数 40以上 20以上 40以上

3.11.2　売店
事項・地区 荒牧地区 昭和地区 桐生地区

営　業　時　間 ９：30 ～ 18：00 ８：30 ～ 18：00 ９：30 ～ 18：00
年間営業日数 293日 295日 295日
年間利用者数 136,580人 104,044人 118,134人

− 68 −



3.12　課外活動施設
　本学には，荒牧，昭和，桐生の各キャンパスに各種の課外活動施設があり，体育の授業の
他，学生の利用に供している。その主な施設については，次のような施設仕様，使用等状況
である。

3.12.1　体育施設
　○荒牧キャンパス
　陸上競技場
　　陸上競技場は，400メートルトラックである。陸上競技部が主として使用している。
　 　また，トラック内のインフィールドも，やり投げ等の陸上種目の他，多目的な軽スポー

ツ実施の場として使用している。

　サッカー・ラグビー場
　 　サッカー・ラグビー場は，サッカー又はラグビーの公式試合が可能な面積を持っており，

サッカー，ラグビー及びフットサル用のゴールが設置してある。また，夜間照明も設置し
てあり，サッカー部，ラグビー部，アメリカンフットボール部及びフットサルサークルが
主として使用している。

　テニスコート
　 　テニスコートは，硬式専用コート３面，軟式専用コート３面（いずれもクレーコート），

全天候型コート２面（オムニコート），両用コート１面（クレーコート（ゴルフ練習施設
併設））の９コートがあり，硬式テニス部やソフトテニス部が主として使用している。

　 　また，オムニコートは夜間照明が設置してあり，人工芝のため雨上がりにすぐ使えるこ
ともあり，利用率が高い。その反面，人工芝の消耗も激しく，修繕費がかかるのが難点と
なっている。

　野球場
　 　野球場は，天然芝で，夜間照明が設置してある。準硬式野球部，硬式野球部，軟式野球

サークル及び医学部準硬式野球部が主として使用している。

　プール
　 　プールは，50メートル８コースで，６月から８月まで使用している。水泳部が主として

使用している。

　第１体育館
　 　第１体育館は，主としてバレーボール，バスケットボールなどに使用し，それぞれ２面

使用可能である。バレーボール部，バスケットボール部が主として使用している。

　第２体育館
　　第２体育館は，主としてバドミントン，卓球，体操競技，ダンスなどに使用している。
　 　また，ダンス用の広い面積の鏡や，体操での安全確保用のウレタンを敷き詰めたピット

も設けている。バドミントン部，卓球部，体操部，ダンス部が主として使用している。
　　なお，第１体育館，第２体育館の間にトレーニングルームが併設されている。
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　武道場
　 　武道場は，剣道用の床面が１面，柔道用の畳面が１面の計２面があり，各種武道で使用

する他，畳面にレスリング用マットを敷き詰めてレスリングをすることも可能である。剣
道部，柔道部，空手道部，少林寺拳法部が主として使用している。

　弓道場
　 　弓道場は，平成22年度に新営され，公式試合が可能となった。弓道部が主として使用し

ている。

　馬場
　 　馬場は，馬術部が使用している。乗馬して練習すると馬場の表面が荒れるため，馬術部

学生が馬場の部室に常駐（授業時間及び深夜を除く）し，馬の飼育と馬場の管理を行って
いる。

　　なお，飼育している馬は馬術部の所有であり，その餌代は学生が拠出している。

　○昭和キャンパス
　体育館
　 　体育館は，バレーボール・バスケットボール・バドミントンなどの球技で使用するアリー

ナと，剣道場・柔道場各１面の武道場があり，武道場の２階は卓球場となっている。
　 　昭和地区では体育の正課授業がないため，学生の課外活動用として，バレーボール部，

バスケットボール部，バドミントン部，剣道部，柔道部，卓球部が主として使用している。
　
　弓道場
　 　弓道場は敷地面積が狭隘であるため，荒牧地区と比べると射場の幅は狭くなっている。

弓道部が主として使用している。

　○桐生キャンパス
　菱グラウンド（サッカー・ラグビー場，野球場）
　 　サッカー・ラグビー場は，サッカー及びラグビー用のゴールが設置してあり，サッカー部，

ラグビー部及びフットサルサークルが主として使用している。野球場は，天然芝で，硬式
野球部が主として使用している。

　テニスコート
　 　テニスコートは全天候型コート（オムニコート）が３面あり，硬式テニス部，ソフトテ

ニス部が主として使用している。
　 　また，夜間照明が設置してあり，人工芝のため雨上がりにすぐ使えることもあり，利用

率が高い。その反面，人工芝の消耗も激しく，修繕費がかかるのが難点となっている。

　プール
　 　プールは，25メートル７コースで，６月から８月まで使用している。水泳部が主として

使用している。

　体育館
　 　体育館は，１階には剣道用の床面が１面，柔道用の畳面が１面の計２面があり，各種武

道で使用している。剣道部，柔道部，空手道部，少林寺拳法部，ダンスサークル，八木節
同好会が主として使用している。また，トレーニングルームも併設されている。２階は主
として球技用のフロアであり，バスケットボール部，バレーボール部，卓球部，バドミン
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トン部が主として使用している。

　弓道場
　　弓道場は，弓道部が主として使用している。

3.12.2　文化施設
　文化施設等は，次のとおりである（荒牧キャンパスのみ）。
　ミューズホール
　 　ミューズホールは，大学会館内の多目的ホールで，各種会合，集会等に使用する施設で

ある。

　集会室
　　２室の集会室があり，うち１室は和室である。和室は主として茶道部が使用している。

3.12.3　課外活動共用施設
　○荒牧キャンパス
　課外活動共用施設は，南北に2棟あり，北棟は主として運動系サークルが，南棟は主とし
て文化系サークルが共同で利用している施設である。北棟は１階，２階ともに８部屋の計16
部屋あり，南棟は１階，２階ともに６部屋の計12部屋がある。
　北棟１階に運動講義関係の器具庫があり，その他の部屋は部室として使用している。南棟
は音楽演奏に向く防音の部屋が１室，写真部用の暗室，学生が各種印刷に利用する印刷室な
どがある。また，荒牧祭実行委員会もこの課外活動共用施設を中心に活動している。

　○昭和キャンパス
　課外活動施設は体育館と繋がっており，１階，２階，３階に各６部屋の計18部屋あり，１
階には音楽演奏に向く防音の部屋が４室ある。主に文化系クラブ・サークルが利用している。
　
　○桐生キャンパス
　課外活動共用施設は，１階に９部屋，２階と３階に各６部屋の計21部屋あり，１階には音
楽演奏に向く防音の部屋が１室，写真部用の暗室，学生が各種印刷に利用する印刷室などが
ある。主に文化系クラブ・サークルの活動場所や運動部の器具庫及び倉庫として利用してい
る。

3.12.4　合宿所
　○荒牧キャンパス
　４部屋あり，広さは談話室が12畳，１・２号室が計22畳，３号室が14畳，４号室が14畳で
ある。
　なお，就寝用具などは学生の持ち込みとなっている。
　
　○桐生キャンパス
　４部屋あり，広さは１号室が12畳，２号室が15畳，３・４号室が各６畳である。
　関東甲信越大学体育大会などの各種競技大会開催間近には，強化合宿で利用率が非常に高
くなる。
　なお，各部屋には就寝用具が備えられており，共用の調理場や浴室等も利用できる。
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3.13　学生団体及び主な活動
　学生団体及び主な活動は，次のとおりである。

3.13.1　学生団体
　令和元年度のクラブ・サークルは，資料3.13.1のとおりである。
　本学の運動部で対外試合のある種目では，荒牧キャンパスと桐生キャンパスは「４年制大
学」の出場枠となり，昭和キャンパスは「６年制大学」の出場枠となるため，同じスポーツ
名ではあっても「荒牧・桐生」と「昭和」は別団体，というクラブ・サークルが多い。

3.13.2　大学祭
　学生の意識高揚と，広く群馬大学を学外に情報発信することなどを目的とし，大学祭を開
催している。
・ 荒牧祭（荒牧キャンパス）は，令和元年11月23日（土）～ 24日（日）に開催し，来場者数

は約4,500人であった。
・ 医学祭（昭和キャンパス）は，令和元年10月26日（土）～ 27日（日）に開催し，来場者数

は約1,200人であった。
・ 群桐祭（桐生キャンパス）は，令和元年10月19日（土）～ 20日（日）に開催し，来場者数

は約1,500人であった。

3.13.3　関東甲信越大学体育大会
　関東甲信越大学体育大会は，学生スポーツの健全な発達及び普及を図り，併せて相互の親
睦に資するため関東甲信越地区13大学（東京地区大学を除く。）が共同で開催している。
　令和元年度は，茨城大学が主管校として，宇都宮大学，筑波大学の３大学が担当して行わ
れた。令和元年８月16日（金）～９月１日（日）の日程で全種目が開催され，各大学が担当
した競技は以下のとおりである。
　茨城大学担当：陸上競技，テニス，バスケットボール，剣道，卓球
　宇都宮大学担当：硬式野球，サッカー，ソフトテニス，水泳，体操，柔道
　筑波大学担当：準硬式野球，ラグビー，弓道，バレーボール，バドミントン，空手道

群馬大学が好成績（３位以上）を収めた競技は以下のとおりである。
　・優勝：体操（女子），空手道（自由）
　・第２位：準硬式野球
　・第３位：柔道（男子）

3.13.4　クラブ・サークルリーダーシップ研修会
　クラブ・サークルリーダーシップ研修会は，クラブ・サークルの新旧リーダー等を対象に，
課外活動団体の健全な活動及び発展に寄与させることを目的として毎年行っており，令和元
年度は，２月26日（水）に開催を予定していたが，新型コロナウイルス感染症の影響により
中止した。なお，予定していた研修内容は以下のとおりである。
　（研修内容）
　　・講演①「酒とタバコについて」
　　　　　②「自殺予防について（ゲートキーパーの養成）」
　　　　　③「生活安全について」
　　　　　④「学生サポートについて」
　　・AED講習
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3.14　研修施設
　研修施設として北軽井沢研修所と草津セミナーハウスがある。その概要等は次のとおりで
ある。

3.14.1　北軽井沢研修所
　この研修所は，本学の教員及び学生等がセミナー等で利用することを目的に昭和49年に設
置された。所在地は，群馬県吾妻郡長野原町北軽井沢字南木山楢2032-242（北軽井沢大学村
１条８丁目）で，敷地面積2,497㎡，建物面積285㎡のＣ型鋼ビン接合フレーム型２階建の建
物となっている。
　収容人員は15人で居室は３，研修室１，炊事施設等が完備されている。開所時期は，５月
１日から10月15日までで，施設運営費は，１人１日1,000円，食事は自炊となっている。ただし，
本学の教職員及び学生以外は施設運営費の他に施設使用料１人１日40円が必要となる。

　　令和元年度延利用者数
群馬大学所属者 その他 総数

129人 53人 182人

3.14.2　草津セミナーハウス
　この施設は，関東甲信越地区国立大学の共同利用合宿研修施設として，教職員及び学生が
起居を共にし，相互に研鑚し人間関係を深め，対話や学習を重ねながら教養を高め，自然に
親しみ，豊かな人間性を育成することを目的に昭和59年に設置された。所在地は群馬県吾妻
郡草津町大字草津字白根737である。
　上信越県境にそびえる草津白根山の中腹に広がる日本有数の温泉地，草津町にあるこの施
設は，敷地12,084㎡，建物延2,569㎡で120人を収容することができる。
　四季を通して，セミナーや体育館を利用してのクラブ合宿の他，冬のスキー，春の新入生
合宿，夏の登山及び秋の自然観察など，多彩な利用ができる。

草津セミナーハウス使用料金表（令和元年度）
区　　　分 （1）地区国立大学教職員・学生 （2）　（1）以外の者
運　営　費 1,600円（2,100円） 2,000円（2,500円）
施設使用料 （2）の者のみが負担（毎年4月1日決定）
食　　　事 朝食　480円　　　昼食　520円　　　夕食　1,020円

（1）地区国立大学とは関東甲信越地区国立大学をいう。
（2）（  ）内の金額は10月1日から4月30日までの運営費である。
（3） 地区国立大学の教職員及び学生以外が利用する場合は，施設運営費の他に施設使用

料１人１日100円が必要となる。
（4） 既納の運営費及び施設使用料は還付しない。ただし，使用日の７日前までの取り消

しについては，運営費の70％を還付する。

令和元年度延利用者数
地区大学所属者 地区大学所属者以外 総数

2,426人 2,091人 4,517人
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3.15  学生の就職支援
　荒牧キャンパスに全学生が利用可能な進路指導室としてキャリアサポート室を設置してい
る。学生自身の適性や志向を見定め，明確な目的意識を持たせ，社会や仕事，働くことの意
味や意義を考え学ばせる実践的な就業体験や各種の就職ガイダンス・セミナーを開催し，多
様化する就職活動に対する支援を行っている。

3.15.1  進路状況及び主な就職先
　令和元年度の学生の進路状況等は，資料3.15.1のとおりである。

3.15.2  全学就職ガイダンス・セミナーの開催
　本学で実施した就職ガイダンス等は，次のとおりである。
　１）就職ガイダンス
　　　基本講座 全５回 参加延人数 389人
　　　実践講座 全17回 参加延人数 928人
　　　特別講座 全11回 参加延人数 496人
　２）公務員講座
　　　（全６回，参加延人数：193人）
　３）各種試験対策講座
　　　（全７回，参加延人数 ：710人）
　４）インターンシップ関係説明会及び体験報告会
　　　（全６回，参加延人数：1,151人）
　５）合同企業説明会・公務員等業務概要説明会・その他各種セミナー等
　　　（全３回，参加延人数：203人）

3.15.3  キャリアカウンセリングの充実
　学生の就職相談体制の強化として，前橋地区及び桐生地区にキャリアカウンセラーを配置
し，対面式によるカウンセリングを実施した。さらに，ハローワークの協力により，個別相
談会や集団面接模擬練習を実施した。
　１）利用延人数：633人
　２）主な相談・指導内容
　　・就職活動の進め方・職業適性・自己分析の相談
　　・エントリーシート，履歴書の添削
　　・面接試験の指導助言
　　

3.15.4  キャリアサポート室における情報収集環境の充実
　１）学生用に就職情報検索等のためのパソコン・プリンターを設置
　２）各種企業情報データを集約して教務システムに公表
　３）各種求人・会社説明会・インターシップ・公務員試験案内等の設置と配付
　４）先輩の就職活動報告書の公開
　５）就職関連書籍・ガイダンス撮影ビデオの貸出
　６） 就職ガイダンス開催・各種企業説明会，セミナー等の案内やカウンセリングの予約状

況等について，ツイッター，Ｇメールによる情報発信
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3.15.5　就職支援の体制強化の充実
１） 国公私立大学が参加する就職指導担当者研修会や全国就職指導ガイダンスにおいて意見

交換を図るとともに企業の人事担当者等による専門的助言や情報の収集により就職支援
体制を強化した。

２） 体験型インターンシップを推進するため，実習先企業を継続的に確保し，また受入企業
の新規開拓を図った。

　　・事前説明会参加者：571人
　　・実習事前講座参加者：269人
　　・実習参加者：591人
　　・インターンシップ終了後の体験報告会参加者：311人

3.15.6　就職支援BOOKの作成・配付
　就職支援BOOK（手帳版）を作成し，各学部の就職対象学生に配付した。

3.16　就業力育成支援
　大学教育センター，理工学部，社会情報学部と連携し，以下のような就業力育成の取組を
実施している。
１） 学生の就業力育成のため，就業力育成支援室を設置し，キャリアサポート室と連携しな

がら，社会人としての就業観育成から将来の就業までを意識したキャリア教育をおこ
なっている。

２） 就業力育成のための科目として，初年次教育で「キャリア計画（２単位）（必須科目）」，
「キャリア設計（２単位）」（理工学部1年生対象）及び「学びを構築する（２単位）」（社
会情報学部1年生対象）を実施している。これらの授業では，学外の有識者や学内研究
者等の講演会も実施している。

３） 企業での就業体験型インターンシップの事前教育として，理工学部２年生を対象に座学
と企業見学を主内容とした「インターンシップⅠ（１単位）」を，キャリアと社会の諸
相について理工学部３年生を対象に「キャリア展開（２単位）」を開講している。

４） 学びの履歴・アンケート等は，電子的に記録し，自身の学びを振り返ることのできるキャ
リアデザインポートフォリオシステムを利用している。

５） これらの就業力育成関連の科目やインターンシップを統合化し，学士課程を通じて，学
年進行に応じたキャリア教育を展開している。

3.17  学生生活実態調査
　学生の生活実態や要望等を把握し，有効な学生支援の方策を検討するために，5年毎に実
施することとした学生生活実態調査を，平成15年度，平成20年度，平成25年度及び平成30年
度に実施した。
　また，内容を報告書にまとめ，講師以上の教員及び関係事務職員に配付し，学生支援への
活用を図っている。
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3.18  キャンパスニュース群の発行
　「キャンパスニュース群」は，主に各キャンパスの学生活動情報をウェブサイトに掲載し
発信している。
　主な掲載内容は，各地区学園祭及びフットサル大会レポート，クラブ・サークル活動紹介
等である。

3.19  事件・事故
　本学学生が関係した事件・事故の件数は，次のとおりである。
　・交通事故：19件（学内６件，学外13件）
　・盗難：５件
　・その他犯罪被害等：８件

3.20　学生支援センター資料集
資3.1.1，3.1.2：令和元年度入学料免除及び入学料徴収猶予実施状況
資3.2.1，3.2.2：令和元年度授業料免除及び授業料徴収猶予実施状況
資料3.4.1：日本学生支援機構奨学生数（令和元年10月１日現在）
資料3.6.1：令和元年度学部１～３年次生欠席状況調査一覧（前期，後期）
資料3.8.1：令和元年度学生教育研究災害傷害保険，学研災付帯賠償責任保険加入者数
資料3.8.2： 令和元年度学生教育研究災害傷害保険，学研災付帯賠償責任保険請求種別保険金

請求件数
資料3.9.1：令和元年度通学証明書発行枚数，学生旅客運賃割引証発行枚数及び主な発行理由
資料3.13.1：令和元年度クラブ・サークル一覧
資料3.15.1：令和元年度学部卒業生の進路状況及び主な就職先
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令和元年度学生教育研究災害傷害保険，学研災付帯賠償責任保険請求種別保険金請求件数

資料 3.8.2
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令和元年度通学証明書発行枚数

令和元年度学生旅客運賃割引証発行枚数及び主な発行理由

資料 3.9.1

− 83 −



令和元年度クラブ・サークル一覧

資料 3.13.1
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令和元年度クラブ・サークル一覧
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令和元年度クラブ・サークル一覧
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令和元年度クラブ・サークル一覧
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令和元年度学部卒業生の主な就職先

− 89 −



− 90 −



− 91 −



− 92 −



4　学生受入センター

4.1　はじめに
　学生受入センターは平成18年４月に発足され，センターにはセンター長（教育・企画担当
理事・副学長）と副センター長（兼任），兼任教員（各学部の入試又は広報担当委員会の委員長）
が在籍する組織である。センターの運営については，学生受入センター運営委員会が設置さ
れている。そして，下部組織として入試部会と広報部会を組織し，各学部等から委員が選出
されている。なお今年度から，群馬大学広報戦略に基づき，入試広報体制強化のため，アド
ミッション・コーディネータとして令和元年６月付で１名を学生受入課に採用した。
　審議内容は，入学者選抜方法の改善に関すること等（これらを以下，「入試関係業務」という）
と，学生募集に係る広報活動に関すること（これらを以下，「広報関係業務」という）である。
　入試関係業務の事務は，入学試験委員会と連携を図るほか，学生受入課が各学部の担当係
と連携を図り業務を遂行している。そして，広報関係業務は，平成29年６月に設置された「群
馬大学広報本部」の下部組織である「学生受入部門」での企画・立案を受けて，広報部会で
具体的な実施方法を練り，実行する体制で業務を遂行しており，令和元年10月には，アドミッ
ション・コーディネータを総務部総務課に配置換し，入試広報を含めた大学広報体制の一元
化を図った。
　しかし，今後も継続される大学入試改革や18歳人口の減少を踏まえるならば，本学でも学
生受入のための機動的で一体化した本格的な組織，すなわち，専任教員が中心となった本格
的なアドミッションセンターの設置が必要である。なお，約半数の国立大学では，専任教員
が中心となった本格的なアドミッションセンターが，現在設置されて学生受入の業務を実施
している状況である。
　令和元年度の主な入試・広報関係業務等の事項は，次のとおりである。

4.2　大学入学共通テストへの対応
　国立大学協会の提言（「2020年度以降の国立大学の入学者選抜制度　−国立大学協会の基
本方針−」（平成29年11月10日付），「大学入学共通テストの枠組みにおける英語認定試験及
び記述式問題の活用に関するガイドライン」（平成30年３月30日付），「大学入学共通テスト
の枠組みにおける英語認定試験及び記述式問題（国語）の活用に当たっての参考例等につい
て」（平成30年６月12日付））に基づき，大学入試センターが2021年度から実施する「大学入
学共通テスト」への本学の対応について，今年度新たに生じた課題について検討した。
　前年度において本学の対応結果を，本学ウェブサイトにて概要版を平成30年８月22日付で
「平成33年度入学者選抜に関する群馬大学の方針」として掲載し，さらに，詳細版を平成31
年３月26日付で「2021年度入学者選抜に関する方針」として掲載し，周知を行った。
　しかし今年度に入り急遽，令和元年11月１日には，英語の民間試験（外部検定試験）の導
入が中止となり，本学の対応について検討した。その結果を，令和元年11月29日付で「2021
年度入学者選抜に関する方針」（改訂版）として掲載し，周知を行った。さらに，令和元年
12月17日には，国語と数学の記述式問題の導入が中止となり，本学の対応について検討した。
その結果を，令和２年３月23日付で「2021年度入学者選抜に関する方針」（再改訂版）とし
て掲載し，周知を行った。
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4.3　入学者の選抜方法改善と追跡調査
　前年度入試の実施状況等については，受験産業による報告会を学内で複数回実施して最新
動向の把握を行った。これらで得た情報に，本学で実施した各種アンケートや入学後の成績
等の追跡調査結果を参考とし，各学部から入学者選抜方法における過去３年間の課題等の対
応状況や平成31年度入試の総括及び課題の報告をしてもらい，これらを基に，本学で実施し
ている「入学者選抜方法研究報告書」を作成し，次年度以降の入試改革に役立てることとした。

4.4　オープンキャンパス等
　本学の教育研究及び学園生活の現状を，具体的に分かりやすく伝える場として，また，受
験生の進路決定に資することを目的として，全学のオープンキャンパス「群馬大学オープン
キャンパス『GU'DAY2019』」と各学部学科等が開催する「学部別オープンキャンパス」を
実施した。これらのオープンキャンパス等に対して，群馬県内の全高等学校と全中学校，東
北・関東・中部地方の過去３年間の入学試験において志願者のあった高等学校等（計997校）
に案内した結果，高校生及び保護者等延べ11,278名の参加者があった。

4.4.1　群馬大学オープンキャンパス「GU'DAY2019」
　令和元年度も前年度と同様に「群馬大学オープンキャンパス」については，７月６日（土）
と８月16日（金）の２日間開催で実施した。総務課広報係と連携した事前のPR活動等の効
果もあり，２日間で6,242名の来場者があった。
　イベント内容についても，平成29年度から発足した「学生広報大使」の発案による企画を
引き続き実施し，多くの来場者から好評を得た。加えて，当日実施した参加者へのアンケー
ト調査からも，昨年度と同様に，「学生広報大使が質問等にも丁寧に対応してくれた」旨，
高評価が寄せられた。なお，今年度の参加者へのアンケート調査については，多くの回答が
実質的に得られるように工夫して実施した。
　一方で，昨年度に引き続き，多くの参加者が来場するため，安全に行事を遂行するための
体制作りが継続課題となっている。

4.4.2　学部別オープンキャンパス
　各学部学科等が開催する「学部別オープンキャンパス」は，志望学部がある程度決まって
いる高校生等を主な対象として，教育学部，社会情報学部，医学部医学科，医学部保健学科，
理工学部それぞれのキャンパスで開催した。各学部学科とも，学部学科説明，在学生の体験
発表，模擬授業等を行い，延べ5,036名の参加者があった。

4.5　学生募集に係わる広報活動
　学生受入センターでは，学生募集に係わる様々な広報活動を行っており，令和元年度の主
な学生募集に係わる広報活動の事項とその状況は，次のとおりである。

4.5.1　高等学校等の教員を対象とした説明会
　本学の主催で，高等学校等の進路指導担当等の教員を対象とした「高等学校等の教員を対
象とした入学試験に関する大学説明会」を，６月28日（金）に開催した。これは以前，高等
学校等の「進路面談（７月中旬頃）の前に，説明会を行って欲しい」旨の意見を進路指導担
当等の教員から受け，平成28年から開催日時を従来の７月下旬より前倒しして行っている。
当説明会では各学部学科の教育内容や入学試験について担当の教職員から詳しく説明を行っ
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た。なお，群馬県内の全高等学校，東北・関東・中部地方の過去３年間の入学試験において
志願者のあった高等学校（計997校）に案内した結果，77校91名の教員が参加した。

4.5.2　群馬県高等学校長協会との意見交換会
　前年度に引き続き，群馬県高等学校長協会からの要請を受け，今年度は７月９日（火）に
群馬県高等学校長協会と本学関係者での意見交換会を実施した。
　本意見交換会では，本学の最新情報や，2021年度入試の変更内容などをお知らせするとと
もに，高等学校側のニーズを直接担当教職員が知る機会となった。

4.5.3　大学説明会・進学相談会
　県内・近県等を中心に，高校や受験産業からの要請を受けて，61会場で，大学説明会・進
学相談会の対応を行い，高校生及び保護者等に群馬大学のPRを行った。
　群馬大学の東京サテライトオフィス（東京都港区／東京工業大学キャンパスイノベーショ
ンセンター）において，当初は令和２年３月から月２回，首都圏の高校生，教員，保護者等
を対象とした個別進学相談会を定期開催する予定であったが，新型コロナウイルス感染症
（COVID-19）拡大防止のため実施できない状態となった。

4.5.4　夢ナビ
　株式会社フロムページが主催する高校向け入試広報イベント「夢ナビ」に全国４会場（仙
台・東京・名古屋・大阪）で参画し，延べ９名の教員による講義や学生広報大使・職員によ
るブース説明を行った。

4.5.5　出張模擬授業
　高校からの依頼により，県内・隣県等65校に出向き，出張模擬授業を実施した。

4.5.6　高校訪問
　理工学部・社会情報学部・教育学部教職員が，県内・隣県等92校を訪問し，高校の進路指
導主事等との意見交換を行った。

4.5.7　大学見学受入
　県内外の高校33校から大学見学の受入を行った。

4.5.8　大学案内，大学紹介動画の作成
　広報活動のためのツールとして，冊子体の大学案内を作成して，オープンキャンパスや出
前説明会等において配付した。また，大学紹介の動画（「【2020年度版】群馬大学 大学案内」
等）を作成して，群馬大学公式チャンネル（YouTube）に掲載した。

4.5.9　ウェブサイト等による広報
　本学ウェブサイト等を活用し，受験者等への情報発信（LINE, Twitter等のSNSを含む）
を種々行っている。「入学者選抜に関する要項」や「学生募集要項」の発表，受験状況の公
表のほか，平成25年度からは試験問題及び解答例・評価のポイント，群馬大学入学者選抜に
おける受験上の配慮内容，次年度以降の入試の変更点を公表している。また，大手の受験産
業が運営する進学情報ウェブサイト等に入試情報を掲載し，より広範な広報活動を行った。

4.5.10　学生広報大使による広報
　本学の広報活動を推進するため，学生ならではの視点を活かして広報活動の企画・実施に
参画してもらうことを目的として，平成29年度から新しい取り組みとして「群馬大学学生広
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報大使」の活動が行われている。令和元年度も，前年度と同様に，オープンキャンパスへの
協力，夢ナビへの参加，高校訪問への同行など多岐にわたる活動を行い，多くの高校生の共
感を得た。

4.6　広報戦略の立案
　平成29年６月に発足した「群馬大学広報本部学生受入部門」と「学生受入センター広報部
会」で連携して，広報戦略等を継続して検討した。

4.7　その他
　令和２年度「群馬大学オープンキャンパス『GU'DAY2020』」は，東京オリンピック開催
のため今年度と同様の２回実施の日程確保が難しく，令和２年度のみ７月19日（日）の計１
日の開催とすることとした。
　また，各学部学科等が開催する「学部別オープンキャンパス」について，同じキャンパス
である場合には，参加者の利便性を考慮して合同での開催が可能か，各学部学科等へ検討を
依頼した。その結果，荒牧キャンパスでは，令和２年７月23日に共同教育学部と社会情報学
部の２学部合同開催を目指すことで今後調整をすることなった。

4.8　学生受入センター資料集
資料4-1：2019年度 入試広報活動まとめ
資料4-2： 群馬大学オープンキャンパス「GU'DAY2019」，各学部オープンキャンパス参加者

数報告
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資料 4-1

2019年度 入試広報活動まとめ
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資料 4-2
群馬大学オープンキャンパス「GU'DAY2019」，

各学部オープンキャンパス参加者数報告
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５　健康支援総合センター

5.1  はじめに
　健康支援総合センター（以降「センター」と表記）は，学生ならびに教職員の心身の健康
の保持増進を図るため，学生健康診断やその事後措置としての助言・指導，健康に関する相
談対応，感染症の流行情報の把握と予防教育活動，及び健康に関連した調査や研究を行って
いる。センターの活動は，大学を取り巻く環境が変化していく中で，確実に業務内容の拡充
が求められ，それに応える形で着実に進められてきたが，さらなる状況の変化に基づく要請
に応じ，以下の方針について確認を行った。
・学内関連組織との円滑な連携に基づく学生のメンタルヘルス支援拡充
・障害学生支援室との連携強化（平成28年４月施行　障害者差別解消法）
・学外の医療・教育関係機関との連携による地域貢献活動の拡充

5.2　令和元年度実施事業
5.2.1　学生定期健康診断の実施

　令和元年度の学生定期健康診断は，資料5-1に示す日程で実施した。今年度から前橋地区
の健康診断日を半日減らし，4.5日間実施した。
　健診当日は，医学部附属病院の派遣協力による医師延べ26名（桐生地区派遣医師を含む），
学外機関からの派遣協力による看護師延べ75名体制で滞りなく実施した。
　受検状況は資料5-2に示すとおりであった。学部学生の受検率は前橋地区全体で93.6％（数
値は「血圧測定・尿検査・内科診察」を示す。以下同様），桐生地区では全体で89.6％と良
好な結果であった。学部別では教育学部97.4％，社会情報学部91.8％，医学部医学科83.7％，
医学部保健学科97.1％，理工学部１年97.8％，理工学部・工学部2年以上90.1％の受検率となっ
た。１年生に関しては，教育学部99.6％，社会情報学部97.1％，医学部医学科98.1％，医学
部保健学科100％，理工学部97.8％と例年と同様，ほぼ全員が受検した。資料5-3は，各検査
結果について示したものである。要精検者については，医療機関への紹介状を作成し，円滑
な受診につなげている。

5.2.2　精神保健調査の実施
　各学部新入生，大学院新入生（医学系研究科生，保健学研究科生，理工学府生を除く），
特別支援教育特別専攻科新入生，編入生及びその他の学生（在校生）を対象に精神保健調査
（スクリーニング検査）を行い，要面接者に対して，センター医師２名と非常勤の公認心理師，
臨床心理士及び附属病院精神科医師４名により，診断的面接を実施した。
　方法は，メンタルヘルス質問票33項目を用い，抑うつ状態，気分変調，精神病像，食行動
異常，生活支障度，相談希望，既往歴についてスクリーニングし，面接の要否を判定した。
結果については資料5-4に示すとおりであった。要面接者は，新入生1.3％で昨年度よりやや
減少，在校生においては1.9％とやや増加を認めたが，一昨年度と比べると同じ比率である
ことからメンタルヘルス不調の中核群の抽出は堅持されていると考えられ，早期診断やその
後の支援に向けたフォローにおいても効果的に機能している調査であると考えられる。

5.2.3　学校生活に関する困りごと調査の実施
　新入生については，「学校生活に関する困りごと調査」を実施した。４月の入学時に実施
すると「新入学にあたっての困りごと（入学に対しての不安）」という観点から回答する例
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が多く，実際の学校生活が開始されて解消されたという学生が要面接者の約半数を占めてい
た経緯もあり，平成29年度からは６月の全１年生を対象とした講義内で実施，結果より「相
談を希望する」「相談するべきかどうか迷っている」と答えた学生に対し面接を勧めた。面
接は，センター医師（講師），学生支援室室長である教員が担当した。結果は資料5-5に示す
とおりであった。

5.2.4　学生特殊健康診断の実施
　特殊健康診断の受診対象者は，「常時使用する労働者」であり，教職員，非常勤職員であるが，
学生も実習や実験研究を通じて，教員等と同様の環境下にあることから特殊健康診断の対象
とすることが必要であると考えられる。このことから，平成26年度より「特殊健康診断を受
診している教員の研究室に配属している理工学部４年生及び理工学府生，工学研究科生」，「作
業環境測定結果が，第二及び第三管理区域であった研究室に配属している理工学部４年生及
び理工学府生，工学研究科生」を対象に同健康診断を実施している。結果は資料5-6に示す
とおりであった。受診者214名中，異常なし201名，要経過観察者10名，要精密検査者は3名
であった。要精密検査の学生には，医療機関を受診し必要な検査を受けるよう個別指導を行っ
た。

5.2.5　外国人留学生健康診断の実施
　平成21年度から感染性肺結核症の有無を検査するクォンティフェロンTBゴールド検査を
実施していたが，平成30年度よりT-SPOTに変更して検査を実施した。結果は資料5-7に示す
とおりであった。陽性者５名については医療機関を紹介し，うち２名が潜在性肺結核として
治療を開始し，３名は経過観察となった。外部医療機関や地域の保健所（前橋）との連携強
化も行った。
　留学生１名が，健診未受検で感染性肺結核を発症し，隔離入院加療を行った。保健所の指
示に従い，濃厚接触者の把握のための情報収集と提供を行ったが，この例を踏まえ，入国後
すぐの胸部レントゲン検査の実施に向けて，次年度よりの留学生健診の時期について関係者
と検討が行われた。

5.2.6　自殺予防対策ワーキンググループの発足
　関係部局と連携して自殺予防対策ワーキンググループを立ち上げた。自殺対策は全学的な
連携が重要であり，各学部学科代表による委員構成とし，平成31年２月８日に第１回会議を
行い，ガイドライン作成に向けたスケジュールを立てた。センター医師と障害学生支援室長
で，それぞれ広島大学と岐阜大学への視察を行い，ワーキンググループメンバーと情報共有
を行った。

5.3　健康支援総合センター利用状況
5.3.1 　利用人数及び件数

　健康支援総合センター利用人数は，1,052名（年間延べ人数）であった。からだの健康相談，
こころの健康相談，健康診断書の発行についての各件数を月別に集計した。結果は資料5-8
に示すとおりであった。健康診断書については，そのほとんどが自動発行のシステムを利用
して発行されており，所定の健康診断書への記入が必要であった134件に関してはセンター
で発行した。

5.3.2　健康相談の対応内容別件数及びカウンセリング報告
　健康相談を「からだの健康相談」と「こころの健康相談」に分けて月別に集計した。結果
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は資料5-9に示すとおりであった。救急車やタクシーによる救急転送は６件であった。さらに，
こころの健康相談者数とその内容については資料5-10に示す。また，全４キャンパスでの公
認心理師，臨床心理士による月別カウンセリング利用者数及び動機内訳を資料5-11に示した。
カウンセリングの開設時間は，荒牧では週10時間，桐生では週14時間であった。令和元年度
から，利用者が少なかった昭和キャンパスでのカウンセリングを廃止し，荒牧での開設時間
を増やし対応した。教職員に対するカウンセリングは61回（年間）行われた。学生本人だけ
ではなく，学生家族や担当教員との面談や電話・メール相談も随時実施した。今後とも，セ
ンターで受ける健康相談数は増加することが予測され，センター医師や公認心理師が対応す
る相談やカウンセリングに要する時間の増加は避けられないと想定される。
　新たな問題として，外国からの留学生の増加とその日本語能力の平均的な低下に伴い，母
国語を用いたカウンセリングの機会なども含めた留学生のメンタルヘルス不調への全学的な
対応体制が求められている。留学生の中にはすでにメンタルヘルス疾患を有して来日するも
のもあるが，送り出し元の大学等からの医療情報が本学に届いていなかったケースや，留学
後に発症しても，日本語での受診が出来ず，母国語での受診が必要になったり，あるいは自
らの状態やそれにまつわる疾病への基本知識が不足していたりするために，周辺の医療資源
を円滑に利用できなかったケースなどが生じていた。このことからも喫緊の課題として，留
学生の健康管理に対する支援として，感染症問題（結核等：前述）と並び，メンタルヘルス
不調への対応体制を，本学の受け入れ先学部や国際交流関連部門と連携して全学的に検討す
ることが必要であると考えるに至った。

5.3.3　疾病領域別利用者数
　疾病領域別利用者数を月ごとに集計した表を資料5-12に示す。メンタル系症状に関連する
ものが圧倒的に多数を占め，次いで呼吸器系症状，外科・整形外科系症状に関連するものが
多数を占めた。呼吸器系症状では，流行性の感冒によるものが多く，外科・整形外科系症状
では，打撲や擦過傷や捻挫など外傷によるものが多く見られた。必要に応じ，医療機関を紹
介した。メンタル系症状については，前年度から159件増加しており，内科医・カウンセラー
による心理相談を行い，必要に応じてセンター精神科医が面接し医療機関を紹介した。

5.3.4　診療科別医療機関紹介件数
　センターから他の医療機関への紹介件数は，延べ学生67件，教職員４件であり，結果は資
料5-13に示すとおりであった。

5.3.5　薬剤別処方日数
　健康支援総合センターで処方した薬剤の量を投与日数で集計した。結果は資料5-14に示す
とおりであった。内訳については，総合感冒薬の処方が多く，次いで外用消炎剤，含嗽剤，
去痰剤，解熱鎮痛消炎剤の処方が多かった。

5.3.6　桐生地区・保健室利用状況
　桐生地区での保健室利用状況は資料5-15に示すとおりであった。

5.3.7　昭和地区・学生健康相談室利用状況
　昭和地区での学生健康相談室利用状況は資料5-16に示すとおりであった。

5.3.8　キャンパス・ソーシャルケースワーカーによる活動
　キャンパス・ソーシャルケースワーカーの活動は，各キャンパスで教員からの要請に従い
支援を行っている。令和元年度は資料5-17に示すとおり，桐生地区17名，荒牧地区１名の計
18名の学生への対応の要請があった。事例から得られた経験を蓄積することで，更なる機能
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の向上をめざす。

5.4　教育関連活動
　センターの医師は，教員として教養教育等の講義を担当している。新入生を対象とした教
養基盤科目のスポーツ・健康「健康教育」について，傷病対策及びメンタルヘルス不調対策
として，それぞれ90分の講義を５回（同一内容）行った。内科医からは「からだからのサイ
ンに気づく」と題して大学生に必要となる傷病対策についての講義を行い，精神科医からは
「精神の健康」をテーマに発達障害を含めたメンタルヘルス不調全般について講義を行った。
２月には学務部主催のクラブ・サークルリーダーシップ研修会において，「飲酒とタバコ　
健康に関するルールとマナー」と題して60分間の講演を予定していたが，新型コロナウイル
ス感染拡大の影響をうけて中止となった。更に，精神科医師は，非常勤講師として医学部医
学科３年生臨床行動科学講義（「心の健康を保つには」）を行った。入学後のアルコールに関
するトラブルを未然に防ぐ目的で，入学時オリエンテーションの際に新入学生対象にパッチ
テストを用いたアルコール感受性についての講習を行い，体験を通じて各自のアルコールへ
の理解を深めた。３月末には，ハラスメント相談員のための支援として，相談対応時の心得
という内容で研修（桐生地区）をセンター講師が行なった。

5.5　健康管理に関する調査研究活動
　４月の健康診断時に全学年対象に，メンタルヘルススクリーニング調査を行い，７月には
新入生対象に，発達障害関連に対応した学校生活における困りごと調査を行い，データの分
析・検討を行った。また，自殺予防対策ワーキンググループの活動として，広島大学及び岐
阜大学へ関係教員で視察を行い，ガイドライン作成のための情報を収集した。

5.6　健康支援総合センター主催の委員会等
　下記の委員会等を主催した。
１）令和元年度健康支援総合センター運営委員会（７月８日，12月２日）
２）令和元年度群馬県内大学等メンタルヘルス研究会「大学生の自殺対策の実際」
　　（講師　影山隆之　大分県立看護科学大学教授）（９月27日）
３）群馬県内大学等保健管理担当者会議（９月27日，令和２年１月29日）
　群馬県内の大学，短期大学，高等専門学校の保健管理担当実務者及び事務担当者の出席に
より開催した。会議内容は，研究集会の報告，講義，「健康ミニガイド」の作成，情報交換
などである。

5.7　健康支援総合センターの全国会議等出席
　下記の全国会議等に健康支援総合センターの教職員が出席し，最新の情報の収集を行い，
センターの機能強化に役立った。さらに関係大学との情報交換を行い，連携を深めた。
１） 第13回全国大学保健管理協会総会および国立大学法人保健管理施設協議会総会および全

国大学メンタルヘルス研究会理事会：京都（６月25日）副センター長が出席
２） 第57回全国大学保健管理協会関東甲信越地方部会研究集会：神奈川（８月29，30日）副

− 104 −



センター長，講師が出席
３）第57回全国大学保健管理研究集会：北海道（10月９，10日）副センター長，講師が出席
４） 令和元年度　国立大学法人保健管理施設協議会総会：北海道（10月８日）副センター長

が出席
５） 第41回全国大学メンタルヘルス学会：大阪（12月５，６日）講師，副センター長が出席，

副センター長が学会教育講演実施

5.8　学内行事実施に伴う救護業務
　下記の学内行事に教職員が救護活動を行った。
・教育学部体育大会
・大学説明会
・社会情報学部第３年次編入学試験
・社会情報学部スポーツ大会
・教育学部，社会情報学部推薦入学試験
・荒牧祭
・大学入試センター試験
・個別学力検査（前期，後期）
・学位記授与式

5.9　出版・広報活動
　令和元年度は下記の出版，広報活動を行った。
１） 「健康ミニガイド2019 ～よりよいキャンパスライフを送るために～」を発行した。先に

示した群馬県内大学等保健管理担当者会議が健康についての意識や知識を高めてもらう
ことを目的に共同で作成した冊子であり，新入生に配布した。

２） 「群馬大学　大学教育・学生支援機構報告書　健康支援総合センター」の平成30年度の
原稿を作成して提出した。

３）健康診断を受けた学生全員に健康支援総合センター案内用カードを作成配布した。
４）FMぐんま「サンセット５」取材（副センター長）
　　５月６日放送「五月病について」
５）群馬テレビ「ビジネスジャーナル」出演（副センター長）
　　８月23日「職場のメンタルヘルス～発達障害者への対応の実際～」
６）共著（副センター長）「シンプル衛生・公衆衛生学　2019」（南江堂），2019年，東京
７） 共著（副センター長）全国柔道整復学校協会監修「衛生・公衆衛生学　改訂第６版第５

刷」（南江堂），2020年１月，東京
８）監修（副センター長）「衛生テキスト」（日本バーテンダー協会），2019年，東京

5.10　社会貢献活動
　センターの医師は，専門性を生かして下記の社会貢献活動を行った。
【精神科医（副センター長）】
各種外部委員，嘱託医及び各関係機関からのコンサルテーション要請への対応
令和元年度　群馬地方労働審議会・委員長代行
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令和元年度　群馬県障害者雇用対策プロジェクトチーム・座長
令和元年度　全国大学メンタルヘルス学会・理事
令和元年度　全国大学保健管理協会・評議員
令和元年度　前橋市教育委員会学校問題対策委員
令和元年度　群馬産業保健総合支援センター・相談員
令和元年度　群馬産業保健総合支援センター・評価委員
令和元年度　群馬大学医学部非常勤講師（公衆衛生学，精神医学）
令和元年度　北関東医学会・評議員
令和元年度　群馬職域メンタルヘルス交流会・幹事

　そのほか群馬県医師会，群馬県看護協会，群馬県こころの健康センター，群馬労働基準協
会連合会，群馬職域メンタルヘルス交流会，群馬産業保健総合支援センター，全国大学生メ
ンタルヘルス学会，日本産業カウンセラー協会，日本バーテンダー協会，子育て支援センター
などの要請に応じて各種講演や講義を行った。
【内科医】
嘱託医及び各関係機関からのコンサルテーション要請への対応
令和元年度　渋川看護専門学校非常勤講師
令和元年度　高崎市乳幼児健診事業　内科診察及び発達・発育相談
令和元年度　群馬大学　性の多様性に関する基本的考え及び対応ガイドラインに基づく支援
（にじいろライン相談員）として初期面談対応を担当。

5.11　産業保健活動
　産業保健活動に関しては人事労務課が統括しているが，平成25年度途中から荒牧・上沖・
若宮地区に関しては健康支援総合センター医師2名（内科，精神科）が兼務する体制をとっ
ている。昭和地区は医学部専任教員である非常勤医師（精神科，産業医）1名が兼務しており，
桐生・太田地区は桐生市医師会医師に依頼している。平成27年度にはこれらの産業医の意見
を集約するための産業医部会が発足した。

5.11.1　安全衛生委員会
　荒牧及び若宮事業場は内科医が出席し，毎月の委員会中での職場巡視の報告及び質疑応答
を通じて，職場環境改善のための指摘を行なった（１回／月，８月を除く）。

5.11.2　産業医部会
　産業医部会を年数回開催した。主に，本学のストレスチェック制度の実施について討議し
た。特に平成30年度から受診率を上げるために紙ベースによる調査形式に切り替えている。

5.11.3　職員の定期健康診断
　人事労務課からの依頼を受け，若宮事業場及び上沖事業場の職場健診における内科診察を
行った。全事業場に勤務する教職員の健診結果の判定及び個別結果の事後措置，医療保健相
談についてはセンター内科医が対応した。

5.12　本来業務以外の支援業務
　荒牧地区における医学部１年生へのＢ型肝炎ワクチン接種および事後採血への依頼に関し
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て，附属病院救急部など関係機関と連携を取り，実施体制や安全管理体制について明確化を
行い，必要な人材を現地に派遣して対応した。
　全学危機対策本部会議にアドバイザーとして招集され，新型コロナウイルス対策の一部に
ついて意見を述べた（３月31日，副センター長）。

5.13　健康支援総合センターの現状及び今後の方向性
　学生のメンタルヘルス不調，特に発達障害が疑われる学生への対応の要請がさらに増えて
おり，修学が困難になるケースも多く認められ，更にきめ細かい支援が必要なケースが増え
ている。平成29年12月より専任の教員を障害学生支援室長として新たに迎え，障害学生サポー
トルームとの連携を強化し，個々のケースに対応する体制作りの見直しを開始した。また，
メンタルヘルス不調学生の就職活動についても積極的な支援を開始した。本人はもちろん支
援に関わる職員や教員と密に連絡を取り合い，情報を共有するシステム作りに取り組んでき
たが，キャンパス間でのスムースな対応も含めての機能向上に向けた体制作りが急務である。
　同時に，喫緊の課題である自殺予防対策についてワーキンググループを発足させ，全学的
体制に向けたガイドライン作成に着手している。
　さらに，（特に日本語の不自由な）留学生の入学増加に伴い，感染症及びメンタルヘルス
問題への対応が迫られているが，全学的な検討が未だ確立されていないため，担当部門との
連携体制づくりが早急に求められている。
　また，人事労務課の要請のもとに，教職員のメンタルヘルス対応体制の充実への協力を進
めている。
　なお，令和２年１月以降は，世界的に蔓延し始めた新型コロナウイルスへの学内対応の検
討が開始され，対策の一翼を担うための準備を開始した。

5.14　健康支援総合センター資料集
資料5-1：令和元年度　前橋地区学生定期健康診断日程表
資料5-1-2：令和元年度　桐生・太田地区学生定期健康診断日程表
資料5-2-1：令和元年度　学生定期健康診断受検状況（前橋地区）
資料5-2-2：令和元年度　学生定期健康診断受検状況（桐生・太田地区）
資料5-3：令和元年度　学生定期健康診断結果
資料5-4：令和元年度　精神保健調査結果
資料5-5：令和元年度　学校生活に関する困りごと調査結果
資料5-6：令和元年度　学生特殊健康診断結果
資料5-7：令和元年度　外国人留学生健康診断結果
資料5-8：令和元年度　健康支援総合センター利用状況
資料5-9：令和元年度　健康相談の対応内容
資料5-10：令和元年度　こころの健康相談者数
資料5-11：令和元年度　公認心理師・臨床心理士による心理カウンセリング報告
資料5-12：令和元年度　疾病領域別利用者数
資料5-13：令和元年度　診療科別医療機関紹介件数
資料5-14：令和元年度　薬剤別処方日数
資料5-15：令和元年度　桐生地区・保健室利用状況
資料5-16：令和元年度　昭和地区・学生健康相談室利用状況
資料5-17：令和元年度　キャンパスソーシャル・ケースワーカー業務について
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資料 5-1-1

令和元年度　前橋地区学生定期健康診断日程表
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資料 5-1-2

令和元年度　桐生・太田地区学生定期健康診断日程表
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資料 5-2-1

令和元年度　学生定期健康診断受検状況（前橋地区）
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資料 5-2-2

令和元年度　学生定期健康診断受検状況（桐生・太田地区）
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資料 5-3

令和元年度　学生定期健康診断結果
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資料 5-4

令和元年度　精神保健調査結果
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